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高
齢
者
肺
炎
球
菌
予
防
接
種
の

接
種
費
用
の
一
部
を
助
成
し
て
い

ま
す
。
対
象
の
方
に
は
昨
年
の
４

月
下
旬
に
案
内
を
郵
送
し
て
い
ま

す
が
、
未
接
種
で
接
種
を
希
望
す

る
方
は
、
３
月　

日
ま
で
に
お
済

３１

ま
せ
く
だ
さ
い
。

 

指
定
医
療
機
関
（
要
事
前
予

約
） 

市
内
在
住
で
、
過
去
に
接

種
歴
が
な
く
、
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
方
▽　

～　

歳
で
、
心

６０

６４

臓
・
じ
ん
臓
・
呼
吸
器
の
機
能
障

害
ま
た
は
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル

ス
に
よ
る
免
疫
機
能
の
障
が
い
の

あ
る
方
（
障
害
者
手
帳
１
級
）
▽

平
成　

年
度
中
に　

歳
・　

歳
・

３０

６５

７０

　

歳
・　

歳
・　

歳
・　

歳
・　

７５

８０

８５

９０

９５

歳
・　

歳
に
な
る
方
■
自
己
負
担

１００

額
５
千
円
※
生
活
保
護
世
帯
の
方

は
減
免
制
度
が
あ
り
ま
す 

健
康

課
  

３
月
６
日
（
水
）
午
後
１
時　
３０

分
～
３
時 

前
原
暫
定
集
会
施
設

 

沼
澤
秀
之
さ
ん
（
小
金
井
歯
科

医
師
会
会
員
） 　

人
（
申
込
順
）

５０

 

２
月
１
日
か
ら
、
電
話
で
健
康

課
へ 高

齢
者
肺
炎
球

高
齢
者
肺
炎
球
菌菌

予
防
接
種

予
防
接
種
はは

お
済
み
で
す

　

お
済
み
で
す
かか

所

対

問

歯
科
健
康
講
演
会

歯
周
病
っ
て
ど
ん
な
病
気
？

儿
痛
く
な
い
か
ら
怖
い

　

歯
周
病
の
話

時

所

講

定

申

噛噛噛健康課噛噛噛
（保健センター）

（貫井北町５−18−18）

健
康
ガ
イ

健
康
ガ
イ
ドド

◆
健
康
課
健
康
係

（
☎　

儿　

儿
1
2
4
0
）

042

321

 
尿
検
査
の 
蛋  
白 
尿
・
血
尿 

た
ん 
ぱ
く

を
考
え
る

　

学
校
健
診
や
健
康
診
断
の
時

に
尿
の
検
査
を
し
ま
す
。
尿
は

腎
臓
で
血
液
成
分
か
ら
作
り
出

さ
れ
尿
管
を
通
っ
て
膀
胱
に
た

ま
り
、
約　

㍉
㍑
く
ら
い
に
な

２００

る
と
尿
意
を
感
じ
て
排
泄
さ
れ

ま
す
。

　

健
康
と
思
っ
て
い
た
人
が
健

診
で 
蛋  
白 
尿
や
血
尿
を
指
摘
さ

た
ん 
ぱ
く

れ
る
と
心
配
に
な
り
ま
す
。
尿

に
所
見
が
あ
っ
た
場
合
す
ぐ
に

病
気
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
高
熱
が
出
た
時
や
激
し

い
運
動
の
後
、
起
立
性
の
蛋
白

尿
や
女
性
で
は
生
理
と
の
関
係

で
陽
性
に
出
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
こ
れ
ら
が
原
因
の
場
合
、

多
く
は
一
時
的
で
す
か
ら
病
気

か
ど
う
か
の
判
断
に
は
繰
り
返

し
の
尿
検
査
が
必
要
に
な
り
ま

す
。
病
気
の
場
合
は
慢
性
糸
球

体
腎
炎
や
高
血
圧
症
性
、
心
不

全
の
時
の
心
臓
性
、
糖
尿
病
が

あ
る
人
は
糖
尿
病
性
が
原
因
の

腎
臓
障
害
、
ま
た
は 
膀  
胱 
炎
等

ぼ
う 
こ
う

の
尿
路
感
染
症
か
ら
蛋
白
尿
や

血
尿
が
出
ま
す
。

　

健
診
で
見
つ
か
る
蛋
白
尿
や

血
尿
は
無
自
覚
、
無
症
状
で
発

見
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
病
気
の

発
見
が
遅
れ
が
ち
に
な
り
ま

す
。
こ
の
無
症
候
性
蛋
白
尿
や

血
尿
は
社
会
人
で
は
２
～
３
％

に
み
ら
れ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
尿
検
査
の
異
常
が
病
的
な

も
の
か
ど
う
か
を
早
期
に
正
確

に
判
断
し
な
く
て
は
い
け
ま
せ

ん
。
尿
の
異
常
を
放
置
し
た
結

果
、
腎
臓
病
の
中
で
も
自
覚
症

状
が
な
く
徐
々
に
進
行
し
悪
化

し
て
、
腎
臓
機
能
が
非
常
に
低

下
し
た
時
点
で
見
つ
け
ら
れ
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
。
慢
性
腎
不

全
か
ら
尿
毒
症
に
進
行
し
て
慢

性
血
液
透
析
と
い
う
道
を
た
ど

る
人
も
い
ま
す
。
腎
臓
病
の
早

期
発
見
、
治
療
の
た
め
に
医
療

機
関
を
受
診
し
て
い
た
だ
く
こ

と
が
必
要
で
す
。

　

小
金
井
市
医
師
会

　
　
　
　
　
　
　
　

宮
本　

誠

■
受
付
期
間
２
月　

日
（
金
）
～

１５

　

日
（
木
）
午
前
８
時　

分
～
午

２８

３０

後
５
時
（
土
曜
・
日
曜
日
を
除

く
）

■
受
入
予
定
人
数
２
月　

日
か
ら

１５

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
ま

す
。

　

利
用
希
望
者
が
保
育
施
設
等
の

受
け
入
れ
予
定
人
数
を
超
え
た
と

き
は
、
一
定
の
基
準
に
従
い
、
入

所
指
数
等
の
高
い
児
童
か
ら
順
次

利
用
開
始
と
な
り
ま
す
。

　

０
歳
児
は
、
生
後　

日
目
以
降

５７

か
ら
利
用
対
象
と
な
り
ま
す

■
申
請
基
準
保
育
施
設
等
へ
利
用

申
請
で
き
る
児
童
は
、
そ
の
保
護

者
の
い
ず
れ
も
が
、
一
定
の
要
件

に
よ
り
保
育
に
当
た
る
こ
と
が
で

き
な
い
必
要
が
あ
り
ま
す

※
育
児
休
業
取
得
中
で
、
入
園
が

内
定
し
た
方
は
、
４
月
中
に
育
児

休
業
を
終
了
し
て
も
ら
う
必
要
が

あ
り
ま
す
。
育
児
休
業
取
得
対
象

児
以
外
の
お
子
さ
ん
も
同
様
で
す

■
利
用
料
保
護
者
の
住
民
税
所
得

割
額
（
市
区
町
村
民
税
の
み
）
に

応
じ
て
決
定
し
ま
す

■
申
請
書
等
配
布
保
育
課
、
各
保

育
施
設
等
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

■
必
要
書
類
等
▽
支
給
認
定
申
請

書
兼
保
育
施
設
等
利
用
申
請
書
▽

就
労
証
明
書
等
現
況
を
証
明
す
る

書
類
▽
平
成　

年
度
住
民
税
課
税

３０

（
非
課
税
）
証
明
書
（
平
成　

年
３０

  

３
月　

日 
（
土
）
午
前　

時
～

１６

１０

正
午 

保
健
セ
ン
タ
ー 

栄
養
講

義
と
調
理
実
習 

お
お
む
ね　

週
３０

ま
で
の
妊
婦
の
方
。
パ
ー
ト
ナ
ー

の
参
加
も
可 
　

人
（
申
込
順
）

２０

 

２
月
１
日
か
ら
、
電
話
で
健
康

課
へ

 
【
２
回
食
へ
の
進
め
方
】

 

３
月　

日
（
木
）
午
後
２
時　

１４

４５

分
～
４
時　

分 

お
お
む
ね
６
～

１５

７
か
月
児
の
保
護
者 
　

人
（
申

１５

込
順
）

【
３
回
食
へ
の
進
め
方
】

 

３
月
８
日
（
金
）
午
後
１
時　
３０

分
～
３
時　

分 

お
お
む
ね
８
～

３０

　

か
月
児
の
保
護
者 
　

人
（
申

１１

１８

込
順
）們

們
◇
共　

通
◇
們
們

 

保
健
セ
ン
タ
ー 

管
理
栄
養

士
・
歯
科
衛
生
士
に
よ
る
講
義
、

マ
タ
ニ
テ
ィ
ク
ッ
キ
ン
グ

時

所

内

対
定

申離
乳
食
教
室

時

対

定

時

対

定

所

内

試
食
な
ど 

母
子
同
室
で
す 

２

月
１
日
か
ら
、
電
話
で
健
康
課
へ

   

３
月
７
日
、　

日
、　

日
の
い

１４

２８

ず
れ
も
木
曜
日
午
前
９
時
か
ら

（
受
け
付
け
は
９
時　

分
ま
で
）

１５

 

保
健
セ
ン
タ
ー 

歯
磨
き
練

習
、
栄
養
講
話
な
ど
※
む
し
歯
予

防
教
室
受
講
後
、
希
望
者
は
引
き

続
き
歯
科
健
診
も
受
け
る
こ
と
が

で
き
ま
す
（
終
了
は　

時　

分
ご

１１

３０

ろ
） 

平
成　

年
８
月
生
ま
れ

２８

（
２
歳
６
か
月
）
～　

年
２
月
生

３０

ま
れ
（
１
歳
）
の
子
ど
も
※
転
入

等
で
対
象
年
齢
を
過
ぎ
て
い
る
場

合
は
、
ご
相
談
く
だ
さ
い 

各
日

　

人（
申
込
順
） 

２
月
１
日
か

１２ら
、
電
話
で
健
康
課
へ

他

申

む
し
歯
予
防
教
室

時所

内

対

定

申

  
【
①
特
別
障
害
者
手
当
等
】

　

第
４
期
分
＝
平
成　

年　

月
～

３０

１１

　

年
１
月
分

３１
 

自
立
生
活
支
援
課
障
害
福
祉
係

（
☎　

儿　

儿
９
８
４
２
）

０４２

３８７

【
②
児
童
手
当
・

　

児
童
育
成
手
当
】

　

２
月
期
分
＝
平
成　

年　

月
～

３０

１０

　

年
１
月
分

３１
 

子
育
て
支
援
課
手
当
助
成
係

（
☎　

儿　

儿
９
８
３
９
）

０４２

３８７

們
們
◇
共　

通
◇
們
們

■
振
込
日
２
月
８
日
（
金
）

　

振
込
日
以
降
、
通
帳
で
お
確
か

め
く
だ
さ
い
。
金
融
機
関
に
よ
っ

て
は
、
２
・
３
日
遅
れ
る
場
合
が

予
防
接
種
等
保
健
衛
生
事
業
は
健
康
ガ
イ
ド
へ ・

どど
もも

子子

育育
てて

子子各
種
手
当
の
支

各
種
手
当
の
支
給給

問問

あ
り
ま
す
。

　

次
の
よ
う
な
場
合
は
、
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。
▽
振
込
日
以
降
、
７

日
を
過
ぎ
て
も
振
り
込
ま
れ
な
い

場
合
▽
口
座
や
住
所
、
ま
た
は
氏

名
を
変
更
し
た
場
合
▽
施
設
に
入

所
し
た
場
合
▽
病
院
等
に
３
か
月

以
上
入
院
し
た
場
合（
①
）

 　

市
で
は
、
子
育
て
に
関
す
る
総

合
冊
子
「
の
び
の
び
こ
が
ね
い
っ

子
２
０
１
９
」の
作
成
に
当
た
り
、

地
域
で
子
育
て
支
援
に
関
す
る
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
や
サ
ー
ク
ル
・
グ
ル

ー
プ
活
動
な
ど
を
行
っ
て
い
る
団

体
等
の
情
報
を
掲
載
し
ま
す
。
掲

載
希
望
の
団
体
等
は
、
お
申
し
込

子
育
て
応
援
総
合
冊
子

「
の
び
の
び
こ
が
ね
い
っ
子
」

掲
載
希
望
団
体
募
集

み
く
だ
さ
い
。

■
掲
載
基
準
営
利
目
的
、
政
治
・

宗
教
的
団
体
で
な
く
、
月
会
費
が

２
千
円
以
下
で
あ
り
、
原
則
、
市

内
で
活
動
し
て
い
る
団
体
等 

▽

活
動
内
容
に
つ
い
て
は　

字
以
内

１００

▽
編
集
の
都
合
で
、
原
文
の
ま
ま

掲
載
さ
れ
な
い
場
合
や
活
動
内
容

等
に
よ
り
掲
載
で
き
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
▽
こ
れ
ま
で
の
冊
子
に

掲
載
さ
れ
て
い
た
団
体
等
で
も
、

掲
載
を
希
望
す
る
場
合
は
、
新
た

に
申
し
込
み
が
必
要
で
す 

２
月

　

日
（
消
印
有
効
）
ま
で
に
、
所

１５定
の
様
式
（
子
育
て
支
援
課
、
子

ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
窓
口
で

配
布
ま
た
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
）
に
必
要
事

項
を
記
入
し
、
郵
送
、
フ
ァ
ク
ス

ま
た
は
直
接
、
子
育
て
支
援
課
子

他
申

育
て
支
援
係
（
〒　

儿
８
５
０
４

１８４

住
所
不
要
・
市
役
所
第
二
庁
舎
３

階
☎　

儿　

儿
９
８
３
６ 
　

儿

０４２

３８７

０４２

　

儿
２
６
０
９
）
へ

３８６

FAX

子
ど
も
の
笑
顔
を
み
ん
な
で
守
る

虐
待
か
な
？
と
思
っ
た
ら

（
通
告
・
相
談
）

・
連
絡
は
匿
名
で
行
う
こ
と
も
可
能

で
す

・
連
絡
者
や
連
絡
内
容
に
関
す
る
秘

密
は
守
ら
れ
ま
す

▽
子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー

（
相
談
窓
口
）

☎　

儿　

儿
３
１
４
６
＝
月
曜
～
土

０４２

３２１

曜
日
午
前
９
時
～
午
後
５
時

▽
児
童
相
談
所
全
国
共
通
ダ
イ
ヤ
ル

（
緊
急
時
）

☎ 
１  
８  
９ 

い
ち 
は
や 
く

※
お
近
く
の
児
童
相
談
所
に
つ
な

が
り
ま
す

※
☎
１
８
９
が
つ
な
が
ら
な
い
場

合
は
、
☎
０
５
７
０
儿　

儿　

へ

０６４

０００

U
U

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

１
月
１
日
現
在
、小
金
井
市
に
住

民
票
が
な
い
場
合
）

※
世
帯
の
状
況
に
よ
り
提
出
す
る

書
類
が
異
な
り
ま
す
の
で
、
詳
し

く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

■
申
請
方
法
必
要
書
類
を
持
参
の

う
え
、
直
接
、
保
育
課
へ
（
郵

送
・
フ
ァ
ク
ス
等
不
可
）

　

平
成　

年
度
の
保
育
施
設
等
利

３０

用
申
請
書
は
、
平
成　

年
３
月　

３１

３１

日
で
有
効
期
限
が
切
れ
ま
す
の

で
、
平
成　

年
４
月
以
降
も
引
き

３１

続
き
入
所
を
希
望
す
る
場
合
は
、

受
付
期
間
内
に
申
請
書
を
提
出
し

て
く
だ
さ
い

※
市
外
の
保
育
施
設
（
事
業
者
）

の
利
用
を
希
望
す
る
場
合
は
、
締

切
日
・
必
要
書
類
等
が
各
市
区
町

村
・
施
設
で
異
な
り
ま
す
の
で
、

確
認
の
う
え
、
早
め
に
保
育
課
へ

お
申
し
込
み
く
だ
さ
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